
だ
さ
い
。

▼
健
康
課
（
市
役
所
内
）

☎
23
局
３
５
１
５

23
局
３
８
１
０

▼
健
康
課
（
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
内
）

☎
33
局
０
３
８
６

33
局
０
３
１
９

微
小
粒
子
状
物
質（
Ｐピ

ー
エ
ムＭ
２
・
５
）の

注
意
喚
起　

発
令
時
に
は
ご
注
意
を

Ｐ
Ｍ
２･

５
は
と
て
も
小
さ
な
粒
子
で
す

　

冬
か
ら
春
に
か
け
て
は
、
Ｐ
Ｍ
２
・
５

の
濃
度
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
注
意
喚
起
発
令
の
際
に
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

❖
注
意
喚
起
を
行
う
場
合
の
判
断
方
法

◦
県
内
を
３
区
域(

尾
張
、
西
三
河
、

東
三
河)
に
分
け
、
区
域
ご
と
に
判

断
さ
れ
ま
す
。（
田
原
市
は
、
東
三

河
区
域
で
す
。）

◦
区
域
ご
と
の｢

早
朝
午
前
５
時
～
７

時｣

の
１
時
間
値
の
平
均
値
が
85
μ

ｇ
／
㎥
を
超
え
た
場
合
に
発
令
さ
れ

ま
す
。

◦
区
域
ご
と
の｢

午
前
５
時
～
正
午｣｢
午

前
５
時
～
午
後
１
時｣｢

午
前
５
時
～

午
後
２
時｣｢

午
前
５
時
～
午
後
３
時｣

お
よ
び｢

午
前
５
時
～
午
後
４
時｣

の

各
時
間
帯
の
１
時
間
値
の
平
均
値
が

80
μ
ｇ
／
㎥
を
超
え
た
場
合
に
、随
時
、

発
令
さ
れ
ま
す
。

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
予
防

接
種
は
３
月
ま
で
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

　

高
齢
者

肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種

は
、
も
う

お
済
み
で

す
か
。

　

今
年
度

の
高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
は
、
３
月

31
日
（
火
）
で
終
了
と
な
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
接
種
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

▪
平
成
26
年
度
の
対
象
者

　

田
原
市
に
住
所
が
あ
り
、
過
去
に
23
価

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
23
価
肺
炎
球
菌
筴

膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ
ン
）
を
接

種
し
て
い
な
い
方
で
次
の
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
①
平
成
27
年
４
月
１
日

現
在
、
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85

歳
、
90
歳
、
95
歳
、
1
０
０
歳
以
上
の
方

②
60
歳
～
64
歳
の
方
で
心
臓
、
腎
臓
ま
た

は
呼
吸
器
の
機
能
障
害
に
よ
る
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
を
お
持
ち
の
方
お
よ
び
ヒ
ト

免
疫
不
全
で
同
程
度
の
状
態
に
あ
る
方

▼
そ
の
他
＝
対
象
の
方
に
は
、
９
月
に
個

人
通
知
を
し
て
い
ま
す
が
、
紛
失
し
た
方

へ
は
再
発
行
を
し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く

❖
注
意
喚
起
情
報
発
令
時
の
注
意
事
項

◦
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
ま
し
ょ

う
。

◦
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
を
で
き
る
だ

け
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

◦
窓
の
開
閉
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

◦
外
出
す
る
場
合
は
、
マ
ス
ク
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

※
呼
吸
器
系
や
循
環
器
系
に
疾
患
の
あ

る
方
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
や
ご
高
齢
の

方
は
、
体
調
に
応
じ
て
、
よ
り
慎
重
に

行
動
す
る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23
局
３
５
４
１

23
局
０
１
８
０

「
広
報
た
は
ら
」
声
の
広
報

「
広
報
あ
い
ち
」
音
声
コ
ー
ド
版

　

視
覚
障
害
の
あ
る
方
向
け
に
、「
広
報

た
は
ら
」
で
は
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
音

声
を
吹
き
込
ん
だ
声
の
広
報
を
作
成
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
広
報
あ
い
ち
」
の
音

声
コ
ー
ド
版
も
あ
り
ま
す
。

　

貸
し
出
し
ま
た
は
個
人
宅
へ
の
送
付
を

ご
希
望
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。　

▼
広
報
秘
書
課

☎
22
局
０
１
３
８

23
局
１
６
９
１

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

新
小
学
校
１
年
生
の

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

４
月
に
小
学
校

へ
入
学
さ
れ
る
お

子
さ
ん（
平
成
20

年
４
月
２
日
～
平

成
21
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）の
「
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
は
、３
月
31
日
（
火
）
で
す
。

中
学
校
卒
業
ま
で
の
「
子
ど
も
医
療
費
受

給
者
証
」
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
更
新

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
の
方
に

申
請
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
更
新
申

請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
請
す
る
際
に

は
、
必
ず
お
子
さ
ん
の
保
険
証
の
コ
ピ
ー

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
ま

た
は
４
級
（
腎
臓
機
能
障
害
）、
４
～
６

級
（
進
行
性
筋
萎
縮
症
）、
療
育
手
帳
Ａ

ま
た
は
Ｂ
判
定
、
母
子
家
庭
等
医
療
費
受

給
者
の
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
障
害
者

医
療
、
母
子
家
庭
等
医
療
へ
の
切
り
替
え

と
な
り
ま
す
の
で
、
別
途
通
知
し
ま
す
。

生
活
保
護
世
帯
、
児
童
養
護
施
設
に
入
所

し
て
い
る
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０
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